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弁
済
者
代
位
に
お
け
る
原
債
権
・
求
償
権
の
時
効
中
断
効
・
延
長
効

Ψ
最
高
裁
平
成
七
年
三
月
二
三
日
第
一
小
法
廷
判
決

Ψ
民
集
四
九
巻
三
号
九
八
四
頁

七
　
戸
　
克
　
彦

1

本
判
決
の
意
義
と
問
題
点

　
債
権
者
の
破
産
手
続
参
加
（
1
1
破
産
債
権
の
届
出
。
破
産
法
二
二
入
条
以
下
）
は
、
当
該
債
権
に
関
す
る
消
滅
時
効
の
中
断
事
由
で
あ

り
（
民
法
一
五
二
条
。
以
下
「
中
断
効
」
と
い
う
）
、
右
中
断
効
は
破
産
手
続
の
終
了
ま
で
継
続
す
る
と
の
立
場
が
通
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
届
出
債
権
に
つ
き

債
権
調
査
期
日
に
お
い
て
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
当
該
債
権
は
確
定
し
（
破
産
法
二
四
〇
条
）
、
そ
の
結
果
は
債
権
表
に
記
載

さ
れ
（
破
産
法
二
四
一
条
）
、
右
記
載
が
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
結
果
（
病
患
墾
厭
）
、
破
産
手
続
終
了
の
後
に
再
度
進
行
す
る
消
滅
時

効
期
間
が
一
〇
年
に
延
長
さ
れ
る
（
民
法
一
七
四
条
ノ
ニ
第
一
項
。
以
下
「
延
長
効
」
と
い
う
）
。

　
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
証
人
が
保
証
債
務
を
履
行
す
る
と
、
彼
は
法
定
代
位
（
民
法
五
〇
〇
条
）
に
よ
り
債
権
者
の
有
し
て
い
た
債

権
（
以
下
「
原
債
権
」
と
い
う
）
を
取
得
す
る
（
眠
荘
細
）
。
弁
済
に
よ
る
代
位
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
っ
て
は
、
か
つ
て
は
債
権
移
転
説
・
擬
制
説
・
債
権

売
買
説
・
損
害
賠
償
説
等
の
対
立
が
存
在
し
た
が
、
今
日
の
我
が
国
の
通
説
は
債
権
移
転
説
を
と
っ
て
お
り
、
ま
た
、
債
権
者
の
許
に

お
い
て
認
め
ら
れ
た
原
債
権
に
関
す
る
時
効
中
断
効
・
延
長
効
は
、
右
債
権
者
た
る
地
位
の
承
継
に
よ
っ
て
変
化
を
来
さ
な
い
、
と
い
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う
点
に
関
し
て
も
異
論
は
な
い
。

　
一
方
、
委
託
を
受
け
た
保
証
人
に
関
し
て
は
、
上
記
法
定
代
位
に
よ
り
取
得
し
た
原
債
権
の
ほ
か
に
、
代
位
弁
済
後
に
お
い
て
は
主

債
務
者
に
対
す
る
事
後
求
償
権
を
有
し
（
民
法
四
五
九
条
）
、
ま
た
、
代
位
弁
済
前
に
お
い
て
も
「
主
タ
ル
債
務
者
力
破
産
ノ
宣
告
ヲ
受
ケ
且
債

権
者
力
其
財
団
ノ
配
当
二
加
入
セ
サ
ル
ト
キ
」
に
は
事
前
求
償
権
を
有
す
る
（
民
法
四
六
〇
条
）
。
右
事
前
求
償
権
と
事
後
求
償
権
の
関
係
に
つ

い
て
も
、
二
個
説
と
一
個
説
の
対
立
が
存
す
る
が
、
最
（
細
小
）
判
昭
和
六
〇
年
二
月
一
二
日
民
集
三
九
巻
一
号
入
九
頁
は
二
個
説
に

立
ち
、
両
債
権
の
時
効
の
起
算
点
を
異
別
に
解
し
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
右
二
個
説
を
前
提
と
し
た
場
合
、
原
債
権
の
取
得
と
対
応
関
係
に
あ
る
の
は
事
後
求
償
権
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ

で
更
に
問
題
と
な
る
の
は
、
右
求
償
権
と
原
債
権
の
関
係
で
あ
っ
て
、
両
債
権
の
異
別
性
を
強
調
す
る
か
密
接
関
連
性
を
重
視
す
る
か

の
違
い
は
、
種
々
の
局
面
に
お
い
て
結
論
の
相
違
を
も
た
ら
す
。
こ
の
う
ち
、
本
件
で
は
、
破
産
手
続
開
始
後
に
保
証
人
が
代
位
弁
済

に
よ
り
原
債
権
を
取
得
し
破
産
債
権
者
の
地
位
承
継
に
よ
る
名
義
変
更
申
出
を
行
っ
た
場
合
、
ω
右
名
義
変
更
申
出
が
求
償
権
に
関
す

る
中
断
効
を
も
有
す
る
の
か
、
ま
た
、
②
求
償
権
に
関
し
て
も
時
効
延
長
効
が
生
ず
る
の
か
、
と
い
う
点
が
争
わ
れ
た
。
右
論
点
に
つ

き
、
下
級
審
裁
判
例
及
び
学
説
は
、
肯
定
説
・
否
定
説
に
分
か
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
判
例
の
立
場
を
示
す
な
ら
ば
、
次
の
如

く
で
あ
る
。

判
決
（
決
定
）
年
月
日
・
出
典

時
効
中
断
効

時
効
延
長
効

【
1
】

肯
定

一

【
2
】

津
地
四
日
市
支
判
平
成
二
年
四
月
九
日
（
本
件
第
一
審
）

否
定

1
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【
3
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
＞
名
古
屋
地
決
平
成
三
年
三
月
二
七
日
平
成
三
年
（
ヨ
）
第
一
四
九
号
（
判
例
二
恩
登
載
）

1

肯
定

【
4
】

肯
定

肯
定

【
5
】

名
古
屋
高
判
平
成
三
年
六
月
二
七
日
（
本
件
控
訴
審
）

肯
定

肯
定

【
6
】

名
古
屋
地
判
平
成
三
年
一
二
鯛
四
日
四
時
一
四
四
五
号
一
六
二
頁
。
判
タ
七
九
七
号
二
六
四
頁
・
金
判
入
九
五
号
一
八
頁

肯
定

肯
定

【
7
】

肯
定

一

【
8
】

大
阪
地
判
平
成
六
年
一
月
二
六
日
金
判
九
六
二
号
三
五
頁

否
定

否
定

【
9
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
福
岡
地
判
平
成
六
年
六
月
三
〇
日
平
成
四
年
（
ワ
）
第
三
二
三
号
（
判
例
集
未
登
載
）

肯
定

肯
定

【
1
0
】

大
阪
高
判
平
成
六
年
一
一
月
二
五
日
甚
平
一
五
三
四
号
五
三
頁
・
金
法
一
四
＝
二
号
三
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
頁
・
金
判
九
六
二
号
三
一
頁
（
【
8
】
控
訴
審
）

肯
定

肯
定

【
1
1
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
最
（
一
小
）
判
平
成
七
年
三
月
二
三
日
（
本
判
決
）

肯
定

否
定

【
1
2
】

最
（
三
小
）
判
平
成
九
年
九
月
九
日
裁
判
集
民
事
一
入
五
号
掲
載
予
定
・
判
時
一
六
二
〇
号
六
三
頁
・
金
法
一
五
〇
三
こ
入
○
頁
・
金
言
一
〇
三
五
号
二
九
頁
（
【
8
】
上
告
審
）

肯
定

否
定

右
判
例
の
流
れ
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
判
決
（
【
1
1
】
）
は
、
上
記
論
点
に
関
す
る
初
め
て
の
最
高
裁
判
決
で
あ
り
、
ω
時
効
中



弁済者代位における原債権・求償権の時効中断効・延長効〔七戸克彦〕363

断
効
に
関
し
て
は
肯
定
説
に
立
ち
つ
つ
、
②
時
効
延
長
効
に
関
し
て
は
否
定
説
に
立
つ
と
い
う
新
判
断
を
下
し
た
。
ち
な
み
に
、
最
高

裁
は
そ
の
後
、
【
1
2
】
に
お
い
て
も
同
様
の
結
論
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
判
決
の
立
場
は
、
判
例
と
し
て
確
定
し
た
と
見
う
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
論
点
②
に
関
し
て
は
、
本
判
決
の
時
効
延
長
効
否
定
の
結
論
に
対
し
て
、
肯
定
説
か
ら
の
異
論
も
多

い
。

1
1
　
事
件
の
概
要

　
A
信
用
金
庫
は
、
B
株
式
会
社
・
C
株
式
会
社
に
対
し
て
貸
付
を
行
い
、
X
信
用
保
証
協
会
は
、
B
・
C
か
ら
委
託
を
受
け
て
右
貸

付
金
債
務
を
連
帯
保
証
し
、
更
に
、
Y
は
、
B
・
C
の
X
に
対
す
る
求
償
債
務
を
連
帯
保
証
し
た
。
そ
の
後
、
B
・
C
は
破
産
宣
告
を

受
け
、
A
は
貸
付
金
債
権
に
つ
き
破
産
債
権
の
届
出
を
し
、
債
権
調
査
期
日
に
お
い
て
異
議
が
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
旨
が
債
権
表
に

記
載
さ
れ
た
。
右
債
権
確
定
の
後
、
X
は
A
に
債
権
全
額
を
弁
済
し
、
B
・
C
の
各
破
産
手
続
に
お
い
て
A
の
届
出
債
権
に
つ
き
地
位

承
継
に
よ
る
名
義
変
更
の
届
出
を
し
、
そ
の
旨
が
債
権
表
に
記
載
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
右
名
義
変
更
申
出
か
ら
約
九
年
後
、
X
は
、

B
・
C
に
対
す
る
求
償
権
に
つ
き
、
そ
の
連
帯
保
証
人
で
あ
る
Y
に
対
し
て
支
払
を
求
め
て
本
件
訴
訟
を
提
起
し
た
。

　
第
一
審
（
【
2
】
）
は
、
X
が
法
定
代
位
に
よ
っ
て
取
得
し
た
A
の
B
・
C
に
対
す
る
貸
付
金
債
権
（
原
債
権
）
と
B
・
C
に
対
す
る

求
償
権
と
は
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
X
が
破
産
手
続
に
お
い
て
A
の
地
位
を
承
継
し
た
も
の
と
扱
わ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
れ

に
よ
り
当
然
に
求
償
権
の
消
滅
時
効
が
中
断
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
中
断
効
否
定
説
に
立
ち
、
本
件
求
償
権
は
商
事
債
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

（商

�
�
j
で
あ
る
か
ら
五
年
で
時
効
消
滅
し
た
と
し
て
、
X
の
請
求
を
棄
却
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
原
審
（
【
5
】
）
は
、
主
た
る
債
務
に
つ
き
発
生
し
た
時
効
延
長
効
は
連
帯
保
証
債
務
に
も
及
ぶ
と
す
る
最
（
一
小
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
昭
和
四
三
年
一
〇
月
一
七
日
、
及
び
、
こ
の
理
は
主
た
る
債
務
が
求
償
金
債
務
で
あ
っ
た
場
合
（
目
求
償
金
債
務
に
つ
き
連
帯
保
証
が
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り

な
さ
れ
た
場
合
）
に
も
当
て
は
ま
る
と
す
る
最
（
高
小
）
判
昭
和
四
六
年
七
月
二
三
日
を
援
用
し
て
中
断
効
肯
定
説
・
延
長
効
肯
定
説

に
立
ち
、
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
、
X
の
請
求
を
認
容
。

　
そ
こ
で
、
Y
上
告
。

m
　
判
　
　
旨

　
破
棄
差
戻
。
「
債
権
者
が
主
た
る
債
務
者
の
破
産
手
続
に
お
い
て
債
権
全
額
の
届
出
を
し
、
債
権
調
査
の
期
日
が
終
了
し
た
後
、
保

証
人
が
、
債
権
者
に
債
権
全
額
を
弁
済
し
た
上
、
破
産
裁
判
所
に
債
権
の
届
出
を
し
た
者
の
地
位
を
承
継
し
た
旨
の
届
出
名
義
の
変
更

届
出
を
し
た
と
き
に
は
、
右
弁
済
に
よ
っ
て
保
証
人
が
破
産
者
に
対
し
て
取
得
す
る
求
償
権
の
消
滅
時
効
は
、
右
求
償
権
の
全
部
に
つ

い
て
、
右
届
出
名
義
の
変
更
の
時
か
ら
破
産
手
続
の
終
了
に
至
る
ま
で
中
断
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
保
証
入

は
、
右
弁
済
に
よ
っ
て
破
産
者
に
対
し
て
求
償
権
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
債
権
者
の
破
産
者
に
対
す
る
債
権
を
代
位
に
よ
り
取
得
す

る
と
こ
ろ
（
民
法
五
〇
一
条
）
、
右
債
権
は
、
求
償
権
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
存
在
す
る
附
従
的
な
権
利
で
あ
る
か
ら
（
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　

裁
昭
和
五
若
年
（
オ
）
第
八
八
一
号
同
六
一
年
二
月
二
〇
日
第
一
小
法
廷
判
決
・
民
右
四
〇
巻
一
号
四
三
頁
参
照
）
、
保
証
人
が
い
わ
ば
求
償

権
の
担
保
と
し
て
取
得
し
た
届
出
債
権
に
つ
き
破
産
裁
判
所
に
対
し
て
し
た
右
届
出
名
義
の
変
更
の
申
出
は
、
求
償
権
の
満
足
を
得
よ

う
と
す
る
届
出
債
権
の
行
使
で
あ
っ
て
、
求
償
権
に
つ
い
て
、
時
効
中
断
効
の
肯
認
の
基
礎
と
さ
れ
る
権
利
の
行
使
が
あ
っ
た
も
の
と

評
価
す
る
の
に
何
ら
の
妨
げ
も
な
い
し
、
ま
た
、
破
産
手
続
に
伴
う
求
償
権
行
使
の
制
約
を
考
慮
す
れ
ば
、
届
出
債
権
額
が
求
償
権
の

額
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
も
、
右
届
出
を
し
た
保
証
人
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
求
償
権
全
部
を
行
使
す
る
意
思
を
明
ら
か

に
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
〔
1
1
中
断
効
肯
定
説
〕
。

　
し
か
し
、
右
の
場
合
に
お
い
て
、
届
出
債
権
に
つ
き
債
権
調
査
の
期
日
に
お
い
て
破
産
管
財
人
、
破
産
債
権
者
及
び
破
産
者
に
異
議
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が
な
か
っ
た
と
き
で
あ
っ
て
も
、
求
償
権
の
消
滅
時
効
の
期
間
は
、
民
法
一
七
四
条
ノ
ニ
第
一
項
に
よ
り
一
〇
年
に
変
更
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
破
産
法
綿
入
七
条
一
項
に
よ
り
債
権
表
に
記
載
さ
れ
た
届
出
債
権
が
破
産
者
に
対

し
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
届
出
債
権
に
つ
き
異
議
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
権

の
存
在
及
び
内
容
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
債
権
調
査
の
期
日
の
後
に
保
証
人
が
弁

済
に
よ
っ
て
取
得
し
た
求
償
権
の
行
使
と
し
て
届
出
債
権
の
名
義
変
更
の
申
出
を
し
て
も
、
右
求
償
権
の
存
在
及
び
内
容
に
つ
い
て
は

こ
れ
を
確
定
す
べ
き
手
続
が
と
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
〔
1
1
延
長
効
否
定
説
〕
。
」

W
　
研
　
　
究

　
主
債
務
者
の
破
産
手
続
開
始
後
に
保
証
人
が
代
位
弁
済
に
よ
り
原
債
権
を
取
得
し
、
届
出
債
権
の
名
義
変
更
申
出
を
行
っ
た
場
合
、

右
申
出
は
求
償
権
に
関
す
る
時
効
中
断
効
を
生
ぜ
し
め
る
か
。
ま
た
、
求
償
権
に
関
し
て
も
時
効
延
長
効
が
生
ず
る
か
。
こ
の
点
に
関

す
る
従
来
の
判
例
・
学
説
の
対
立
点
は
、
原
債
権
と
求
償
権
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
（
刷
）
、
時
効
中
断
効
・
延
長
効
の
根

拠
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
（
二
）
、
主
た
る
債
務
と
保
証
債
務
の
関
係
そ
の
他
主
従
関
係
に
あ
る
二
つ
の
債
権
に
認
め
ら
れ
た
中
断

効
・
延
長
効
と
の
対
比
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
（
三
）
の
三
つ
の
側
面
に
分
か
れ
る
。

馴
　
原
債
権
と
求
償
権
の
関
係

　
ま
ず
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
。
上
記
1
で
述
べ
た
よ
う
に
、
弁
済
に
よ
る
代
位
の
性
質
に
関
し
て
は
債
権
移
転
説
が
通
説
で
あ
り
、

従
っ
て
、
原
債
権
は
代
位
弁
済
に
よ
っ
て
消
滅
せ
ず
、
そ
れ
に
付
随
す
る
担
保
と
と
も
に
代
位
弁
済
者
に
移
転
す
る
。
従
っ
て
ま
た
、

右
原
債
権
と
、
保
証
人
の
許
に
お
い
て
生
ず
る
求
償
権
と
は
、
そ
の
発
生
原
因
も
性
質
も
額
も
異
な
る
別
個
独
立
の
権
利
と
し
て
保
証
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人
の
許
に
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
信
用
保
証
協
会
及
び
裁
判
所
の
不
動
産
執
行
の
実
務
で
は
、
代
位
弁
済
に
よ
り
原
債

権
は
消
滅
し
、
求
償
権
が
右
消
滅
し
た
原
債
権
に
取
っ
て
代
わ
る
と
す
る
見
解
（
「
接
木
説
」
と
呼
ば
れ
る
）
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か

一
般
的
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
は
、
昭
和
五
九
年
以
降
の
一
連
の
判
決
に
よ
り
、
接
木
説
の
立
場
を
否
定
し
求
償
権
と
原
債
権
が
主
従
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

併
存
関
係
に
あ
る
旨
を
明
示
し
て
き
た
。
右
判
例
群
の
理
論
的
到
達
点
と
目
さ
れ
る
最
（
一
小
）
判
昭
和
六
一
年
二
月
二
〇
日
は
、
弁

済
に
よ
る
代
位
の
法
的
性
質
に
つ
き
債
権
移
転
説
の
立
場
を
確
認
し
、
「
原
債
権
と
求
償
権
と
は
、
元
本
額
、
弁
済
期
、
利
息
・
遅
延

損
害
金
の
有
無
・
割
合
を
異
に
す
る
こ
と
に
よ
り
総
債
権
額
が
各
別
に
変
動
し
、
債
権
と
し
て
の
性
質
に
差
異
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
別

個
に
消
滅
時
効
に
か
か
る
な
ど
、
別
異
の
債
権
で
は
あ
る
」
と
し
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
、
「
代
位
弁
済
者
に
移
転
し
た
原
債
権
及
び
そ

の
担
保
権
は
、
求
償
権
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
存
在
す
る
附
従
的
な
性
質
を
有
し
、
求
償
権
が
消
滅
し
た
と
き
は
こ
れ
に
よ

っ
て
当
然
に
消
滅
し
、
そ
の
行
使
は
求
償
権
の
存
す
る
限
度
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
」
と
す
る
。

　
だ
が
、
右
昭
和
六
一
年
判
決
に
い
う
原
債
権
と
求
償
権
の
「
別
異
」
性
の
側
面
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
原
債
権
に
つ
い
て
生
じ
た
時

効
中
断
効
・
延
長
効
は
求
償
権
に
及
ば
な
い
と
す
る
の
が
素
直
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
昭
和
六
一
年
判
決
に
い
う
原
債
権
の
「
附

従
」
性
の
側
に
着
眼
す
る
な
ら
ば
、
原
債
権
に
関
す
る
名
義
変
更
届
出
が
求
償
権
に
関
す
る
中
断
効
・
延
長
効
を
生
ぜ
し
め
る
と
す
る

の
が
自
然
で
あ
り
、
上
記
1
に
掲
げ
た
否
定
判
例
・
肯
定
判
例
の
各
々
の
理
由
づ
け
も
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。

　
ω
　
時
効
中
断
効

　
こ
の
う
ち
中
断
効
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
上
記
最
高
裁
昭
和
六
一
年
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
原
債
権
が
「
求
償
権
を
確
保
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
存
在
す
る
附
従
的
な
権
利
」
で
あ
り
「
い
わ
ば
求
償
権
の
担
保
と
し
て
取
得
し
た
」
も
の
で
あ
る
と
し
て
肯
定
説
に

立
っ
た
。
こ
れ
は
、
求
償
権
と
原
債
権
の
関
係
を
、
被
担
保
債
権
と
担
保
権
の
関
係
と
同
様
と
見
て
、
担
保
権
の
実
行
に
よ
り
被
担
保

債
権
の
時
効
中
断
効
が
生
ず
る
の
と
同
じ
取
扱
い
を
す
る
も
の
と
評
価
し
得
る
。
な
お
、
本
判
決
は
、
求
償
権
の
時
効
中
断
事
由
の
根
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拠
条
文
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
右
の
如
き
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
一
四
七
条
二
号
の
「
差
押
」
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら

　
　
　

れ
る
。

　
②
　
時
効
延
長
効

　
以
上
の
時
効
中
断
効
に
対
し
て
、
延
長
効
に
関
し
て
本
判
決
は
否
定
説
に
立
つ
。
右
結
論
に
対
し
て
は
、
肯
定
説
の
側
か
ら
、
求
償

権
の
原
債
権
の
社
会
経
済
的
同
一
性
・
密
接
関
連
性
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
中
断
効
を
認
め
な
が
ら
延
長
効
を
認
め

な
い
の
は
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
否
定
説
は
、
両
債
権
の
間
に
は
、
中
断
効
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
る
程
度
の
関
連
性
は
あ
っ
て
も
、
延
長
効
を
認
め
る
程
度
の
関
連
性
ま
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。

二
　
時
効
中
断
効
・
延
長
効
の
根
拠

　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
時
効
中
断
効
・
延
長
効
各
々
の
根
拠
で
あ
る
。

　
ω
　
時
効
中
断
効

　
周
知
の
如
く
（
時
効
中
断
の
根
拠
に
関
し
て
は
、
権
利
者
の
権
利
主
張
に
よ
っ
て
、
権
利
の
不
行
使
と
い
う
事
実
状
態
の
継
続
が
破

ら
れ
、
あ
る
い
は
権
利
の
上
に
眠
る
者
で
は
な
い
旨
が
表
明
さ
れ
た
点
に
こ
れ
を
求
め
る
見
解
（
権
利
行
使
説
）
と
、
訴
訟
物
た
る
権

利
が
判
決
の
既
判
力
を
も
っ
て
公
権
的
に
確
定
さ
れ
る
点
に
求
め
る
見
解
（
権
利
確
定
説
）
の
対
立
が
存
在
し
、
上
記
論
点
は
、
右
中

断
事
由
の
根
拠
に
つ
き
何
れ
の
見
解
を
と
る
か
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
。
な
お
、
本
件
時
効
中
断
の
根
拠
条
文
と
思
し
き
民
法
一
四
七
条

二
号
の
「
差
押
」
に
関
し
て
は
、
「
そ
れ
ら
が
権
利
の
現
実
的
実
行
行
為
で
あ
る
こ
と
」
と
「
そ
れ
ら
の
手
続
を
と
お
し
て
権
利
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

在
が
あ
る
程
度
公
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
」
の
両
方
の
根
拠
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
一
部
請
求
の
問
題
に
関
し
て
、
最
（
二
小
）

判
昭
和
三
四
年
二
月
二
〇
自
民
集
＝
二
巻
二
号
二
〇
九
頁
、
最
（
二
小
）
判
昭
和
四
五
年
七
月
二
四
日
民
集
二
四
巻
七
号
一
一
七
七
頁

は
、
一
個
の
債
権
の
一
部
に
つ
い
て
の
み
判
決
を
求
め
る
趣
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
請
求
額
を
訴
訟
物
た
る
債
権
の
全
部
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と
し
て
訴
求
し
た
も
の
と
解
す
べ
く
、
こ
の
場
合
に
は
債
権
全
部
に
つ
き
時
効
中
断
効
が
生
ず
る
旨
を
判
示
す
る
。

　
以
上
の
点
に
つ
き
、
中
断
効
肯
定
判
例
【
7
】
は
、
権
利
行
使
説
に
立
っ
た
上
で
、
上
記
一
部
請
求
に
関
す
る
昭
和
四
五
年
判
決
を

引
用
し
つ
つ
「
権
利
者
が
権
利
の
一
部
の
み
に
つ
い
て
明
示
に
権
利
主
張
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
に
限
っ
て
時
効
中
断
効
を
認

め
る
こ
と
に
な
る
が
、
権
利
の
一
部
を
除
外
す
る
意
思
の
な
い
場
合
に
は
、
権
利
の
全
体
に
つ
い
て
時
効
中
断
の
効
力
が
生
ず
る
」
と

し
て
、
こ
れ
を
当
事
者
の
意
思
解
釈
に
関
す
る
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
る
と
し
、
破
産
債
権
名
義
変
更
届
に
お
い
て
は
権
利
行
使
の
範

囲
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
つ
つ
、
当
該
事
案
の
種
々
の
事
実
関
係
を
総
合
判
断
し
て
、
求
償
権
の
元
本
は
も
と
よ
り
、
そ
の
損
害

金
を
請
求
す
る
意
思
は
明
確
で
あ
る
と
認
定
し
た
。

　
他
方
、
学
説
の
多
く
も
、
権
利
行
使
説
を
前
提
に
、
原
債
権
に
関
す
る
地
位
承
継
届
出
の
中
に
求
償
権
行
使
の
意
思
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
か
、
と
い
う
事
実
認
定
に
お
け
る
意
思
解
釈
の
問
題
と
し
て
こ
れ
を
捉
え
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
上
述
し

た
求
償
権
と
原
債
権
の
独
立
性
な
い
し
密
接
性
に
関
す
る
理
解
の
相
違
を
反
映
し
て
、
「
時
効
中
断
が
、
意
思
解
釈
上
一
方
の
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

他
方
の
そ
れ
と
も
な
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
理
論
的
に
は
別
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
見
解
か
ら
、
「
原
債
権
の
行
使
は
求
償
権
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

効
力
の
範
囲
内
で
求
償
権
そ
の
も
の
の
行
使
に
外
な
ら
な
い
」
と
す
る
見
解
ま
で
、
学
説
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
は
相
当
程
度
の
差
異
が
認

め
ら
れ
る
。
ま
た
、
仮
に
肯
定
説
に
立
つ
と
し
て
も
、
中
断
効
が
生
ず
る
範
囲
は
、
求
償
権
全
額
な
の
か
原
債
権
額
の
限
り
な
の
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
き
争
い
が
存
在
す
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
本
判
決
は
、
「
届
出
名
義
の
変
更
の
申
出
は
、
求
償
権
の
満
足
を
得
よ
う
と
し
て
す
る
届
出
債
権
の
行
使
で
あ
っ

て
、
求
償
権
に
つ
い
て
、
時
効
中
断
効
の
肯
認
の
基
礎
と
さ
れ
る
権
利
の
行
使
が
あ
っ
た
も
の
と
評
価
す
る
の
に
何
ら
の
妨
げ
も
な

い
」
と
し
て
、
【
7
】
判
決
と
同
様
、
権
利
行
使
説
に
立
つ
。
従
っ
て
、
権
利
確
定
説
に
立
っ
た
場
合
の
論
点
－
原
債
権
の
名
義
変

更
手
続
中
に
求
償
権
に
関
す
る
権
利
確
定
が
な
さ
れ
て
い
る
と
認
め
得
る
か
、
と
い
う
問
題
一
i
は
、
こ
こ
で
は
考
え
な
く
て
よ
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
権
利
行
使
の
意
思
解
釈
の
問
題
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
【
7
】
判
決
と
異
な
り
、
「
破
産
手
続
に
伴
う
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求
償
権
行
使
の
制
約
を
考
慮
す
れ
ば
、
届
出
債
権
額
が
求
償
権
の
額
を
下
回
る
場
合
に
お
い
て
も
、
右
（
届
出
名
義
変
更
）
申
出
を
し

た
保
証
人
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
求
償
権
全
部
を
行
使
す
る
意
思
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、

名
義
変
更
申
出
の
み
か
ら
求
償
権
全
額
行
使
の
意
思
を
認
定
で
き
る
と
す
る
。

　
な
お
、
こ
こ
で
は
、
右
結
論
を
導
く
と
こ
ろ
の
「
破
産
手
続
に
伴
う
求
償
権
行
使
の
制
約
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
が
問
題
と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

が
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
求
償
権
自
体
を
破
産
債
権
と
し
て
届
け
出
る
方
法
に
は
限
界
が
あ
り
、
従
っ
て
、
保
証
人
と
し

て
は
、
原
債
権
の
届
出
名
義
変
更
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
求
償
権
を
回
収
す
る
他
は
な
く
、
そ
れ
故
、
届
出
名
義
変
更
は
保
証
人
に
と

っ
て
可
能
な
限
り
の
権
利
行
使
と
評
価
し
得
る
、
と
い
う
事
情
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
②
　
時
効
延
長
効

　
以
上
の
時
効
中
断
効
肯
定
の
結
論
に
対
し
て
、
本
判
決
は
、
求
償
権
の
時
効
延
長
効
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
否
定
し
た
。
こ
の
一
見

矛
盾
す
る
か
の
如
き
結
論
の
相
違
は
、
時
効
中
断
効
と
時
効
延
長
効
の
根
拠
に
関
す
る
理
解
の
違
い
に
起
因
す
る
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
求
償
権
の
時
効
中
断
の
根
拠
に
つ
き
権
利
行
使
説
に
立
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
民
法
一

七
四
条
ノ
ニ
の
時
効
延
長
効
の
根
拠
に
関
し
て
は
、
「
破
産
法
二
二
七
条
一
項
に
よ
り
債
権
表
に
記
載
さ
れ
た
届
出
債
権
が
破
産
者
に

対
し
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
届
出
債
権
に
つ
き
異
議
が
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債

権
の
存
在
及
び
内
容
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
権
利
確
定
説
に
立
つ
。
も
っ
と

も
、
こ
の
点
は
、
従
前
の
延
長
効
否
定
判
例
【
8
】
の
み
な
ら
ず
肯
定
判
例
【
6
】
【
1
0
】
も
一
致
し
て
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま

た
、
学
説
に
お
い
て
も
異
論
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
権
利
確
定
説
に
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
い
う
「
確
定
」
は
必
ず
し
も
既
判
力
を
伴
う
必
要
は
な
く
、
当
該
権
利
の
存

在
に
つ
き
強
い
証
拠
力
を
も
つ
と
認
め
ら
れ
る
程
度
の
も
の
な
ら
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
時
効
延
長
効
を
認
め
る
か
否
か

は
、
原
債
権
の
承
継
手
続
が
、
求
償
権
の
存
在
に
つ
き
右
の
程
度
ま
で
強
い
証
拠
力
を
も
つ
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
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お
　

従
前
の
判
例
・
学
説
の
対
立
も
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
関
す
る
評
価
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
た
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
本
判
決
は
、
「
債
権
調
査
の
期
日
の
後
に
保
証
人
が
弁
済
に
よ
っ
て
取
得
し
た
求
償
権
の
行
使
と
し
て
届
出
債
権

の
名
義
変
更
の
申
出
を
し
て
も
、
右
求
償
権
の
存
在
及
び
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
確
定
す
べ
き
手
続
が
と
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
。
と
な
れ
ば
、
本
件
と
異
な
り
、
債
権
調
査
期
日
前
に
保
証
人
が
代
位
弁
済
を
行
い
原
債
権
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
届
出
名
義
変
更
申
出
を
し
た
場
合
に
は
、
求
償
権
に
関
す
る
時
効
延
長
効
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

三
　
主
た
る
債
務
と
保
証
債
務
の
関
係
等
と
の
権
衡

　
と
こ
ろ
で
、
判
例
【
5
】
（
本
件
控
訴
審
）
及
び
【
6
】
は
、
求
償
権
と
原
債
権
の
関
係
を
、
①
主
債
務
と
保
証
債
務
、
及
び
、
②
求

償
債
務
と
そ
の
保
証
債
務
に
認
め
ら
れ
た
主
従
関
係
と
同
視
で
き
る
と
の
理
由
か
ら
、
求
償
権
の
時
効
中
断
効
・
延
長
効
を
肯
定
し
て

い
た
。
更
に
、
学
説
に
お
い
て
は
、
③
手
形
債
権
と
原
因
債
権
の
時
効
中
断
効
に
関
す
る
最
（
極
小
）
判
昭
和
六
二
年
一
〇
月
一
六
日

民
音
四
一
巻
七
号
一
四
九
七
頁
及
び
時
効
延
長
効
に
関
す
る
最
（
一
嵩
）
判
昭
和
五
三
年
一
月
二
三
日
蒲
魚
三
二
巻
一
号
一
頁
と
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

衡
を
説
く
も
の
が
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
判
例
【
8
】
は
、
①
の
場
合
に
つ
き
、
「
保
証
債
務
の
場
合
、
主
た
る
債
務
に
対
す
る
時
効
中
断
の
効
果
は
保
証

債
務
に
も
及
ぶ
が
（
民
法
四
五
七
条
一
項
）
、
こ
れ
と
て
保
証
債
務
の
付
従
性
か
ら
当
然
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
主
た
る
債

務
の
存
続
中
に
保
証
債
務
の
み
が
消
滅
す
る
と
す
れ
ば
、
保
証
人
を
立
て
た
こ
と
の
本
来
の
目
的
が
減
殺
さ
れ
る
結
果
の
不
都
合
性
を

慮
っ
て
特
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
主
た
る
債
務
に
対
す
る
時
効
中
断
の
効
果
で
あ
り
、
保
証
債
務
に
対

す
る
時
効
中
断
の
効
果
は
原
則
ど
お
り
主
た
る
債
務
の
時
効
中
断
効
を
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。
本
件
の
よ
う
な
求
償
権
と
原
債
権

の
関
係
は
上
記
の
と
お
り
原
債
権
が
求
償
権
を
担
保
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
右
と
の
対
比
か
ら
し
て
も
、
原
債
権
に
対
す

る
時
効
中
断
の
効
果
が
求
償
権
に
及
ぶ
と
解
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
」
と
し
、
ま
た
、
③
に
つ
き
、
手
形
金
請
求
の
訴
え
提
起
が
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原
因
債
権
の
時
効
中
断
効
を
有
す
る
の
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
と
「
金
銭
債
務
の
簡
易
な
決
済
と
い
う
手
形
制
度
の
意
義
を
損
な
う
こ

と
に
そ
の
実
質
的
な
趣
旨
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
原
債
権
と
求
償
権
の
関
係
に
あ
っ
て
は
、
原
債
権
に
時
効
中
断
手
続
が
と
ら
れ
た
場

合
そ
の
効
果
を
求
償
権
に
及
ぼ
さ
な
い
と
し
て
も
、
弁
済
に
よ
る
代
位
の
制
度
が
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
不
都
合
が
生
じ
る
と
は
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

れ
な
い
」
と
す
る
。

　
し
か
し
な
ら
が
、
本
判
決
は
、
こ
れ
ら
の
側
面
に
関
す
る
言
及
を
行
わ
ず
、
専
ら
求
償
権
と
原
債
権
の
関
係
（
上
記
　
）
及
び
時
効

中
断
効
・
延
長
効
の
根
拠
（
上
記
欄
一
）
の
側
面
か
ら
中
断
効
肯
定
・
延
長
効
否
定
の
結
論
を
導
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
原
債
権
と
求
償

権
の
関
係
と
上
記
①
・
②
・
③
の
場
合
と
の
異
同
、
及
び
、
本
判
決
の
結
論
と
①
・
②
・
③
ケ
ー
ス
と
の
間
の
相
互
（
影
響
・
抵
触
）

関
係
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
慎
重
な
考
慮
・
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

（
1
）
　
伊
藤
進
『
信
用
保
証
協
会
法
概
論
』
（
信
山
社
、
一
九
九
二
年
）
二
七
三
頁
、
酒
井
廣
幸
『
時
効
の
管
理
〔
増
補
改
訂
版
〕
』
（
新
日
本
法
規
、
一
九

　
　
九
五
年
）
五
一
三
頁
、
村
田
利
喜
弥
「
弁
済
者
代
位
の
実
務
上
の
問
題
点
」
『
担
保
法
理
の
現
状
と
課
題
』
別
冊
N
B
L
三
一
号
（
一
九
九
五
年
）
一

　
　
八
入
頁
、
上
野
・
後
掲
注
（
8
）
①
五
頁
の
紹
介
に
よ
る
（
事
案
の
詳
細
不
明
）
。

（
2
）
　
酒
井
・
前
掲
注
（
1
）
五
一
九
頁
の
紹
介
に
よ
る
（
事
案
の
詳
細
不
明
）
。

（
3
）
　
酒
井
・
前
掲
注
（
1
）
五
一
九
頁
、
村
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
八
八
頁
、
村
田
・
後
左
注
（
8
）
⑨
二
〇
頁
の
紹
介
に
よ
る
（
事
案
の
詳
細
不
明
）
。

（
4
）
　
〔
本
件
評
釈
〕
①
秦
光
昭
・
金
法
一
三
五
二
番
目
一
九
九
三
年
）
四
頁
、
②
山
野
目
章
夫
・
三
二
四
一
五
号
（
一
九
九
三
年
目
三
七
頁
、
③
永
田
眞

　
　
三
郎
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
七
号
（
一
九
九
三
年
〈
下
〉
平
成
四
年
度
判
例
評
論
）
（
別
冊
十
時
、
一
九
九
三
年
）
二
〇
頁
、
④
野
村
豊
弘
「
（
民
法

　
　
判
例
レ
ビ
ュ
ー
4
2
）
契
約
」
判
タ
入
二
四
号
（
一
九
九
三
年
）
三
五
頁
、
⑤
秦
光
昭
「
消
滅
時
効
に
お
け
る
求
償
権
と
原
債
権
の
関
係
」
金
法
＝
二
九

　
　
入
号
（
一
九
九
四
年
）
六
九
頁
。

（
5
）
　
〔
本
件
評
釈
〕
野
村
・
前
掲
注
（
4
）
④
三
五
頁
、
秦
・
前
掲
注
（
4
）
⑤
七
一
頁
、
清
水
暁
・
判
評
四
二
五
号
（
一
九
九
四
年
）
四
三
頁
。

（
6
）
　
酒
井
・
前
掲
注
（
1
）
五
一
八
頁
、
村
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
八
八
頁
、
村
田
・
後
掲
注
（
8
）
⑨
二
〇
頁
の
紹
介
に
よ
る
（
事
案
の
詳
細
不
明
）
。

（
7
）
　
〔
本
件
評
釈
〕
秦
・
後
掲
注
（
8
）
⑳
二
五
頁
。

（
8
）
　
〔
本
件
評
釈
〕
①
上
野
隆
司
・
金
法
一
四
一
六
号
（
一
九
九
五
年
）
四
頁
、
②
廣
渡
鳥
・
金
法
一
四
二
一
号
（
一
九
九
五
年
）
＝
○
頁
、
③
入
木
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良
一
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
二
号
（
一
九
九
五
年
）
一
一
九
頁
、
④
石
井
眞
司
1
1
伊
藤
進
”
上
野
隆
司
「
（
鼎
談
）
金
融
法
務
を
語
る
（
第
四
三
回
）
」

　
　
銀
行
法
務
2
1
五
〇
入
号
（
一
九
九
五
年
）
三
六
頁
、
⑤
「
最
高
最
新
判
例
紹
介
」
法
時
六
七
巻
九
号
（
一
九
九
五
年
）
＝
七
頁
、
⑥
塚
原
朋
一
・
金

　
　
法
一
四
二
入
唐
（
一
九
九
五
年
）
三
二
頁
、
⑦
福
永
有
利
・
金
法
一
四
二
入
号
（
一
九
九
五
年
目
五
七
頁
、
⑧
高
木
多
喜
男
・
銀
行
法
務
2
1
五
一
〇
号

　
　
（
一
九
九
五
年
）
一
頁
、
⑨
村
田
利
喜
弥
・
銀
行
法
務
2
1
五
一
〇
号
（
｝
九
九
五
年
）
一
五
頁
、
⑩
福
永
有
利
・
銀
行
法
務
2
1
五
一
〇
号
（
一
九
九
五

　
　
年
）
二
四
頁
、
⑪
谷
啓
輔
・
銀
行
法
務
2
1
五
一
〇
号
（
一
九
九
五
年
中
二
五
頁
、
⑫
大
西
武
士
・
判
タ
八
入
三
号
二
九
九
五
年
）
入
二
頁
、
⑬
副
田

　
　
隆
重
・
判
タ
入
八
五
号
（
一
九
九
五
年
）
五
五
頁
、
⑭
秦
光
昭
「
金
融
法
務
こ
の
一
年
目
金
法
一
四
三
入
号
（
一
九
九
五
年
）
＝
頁
、
⑮
山
野
目
章

　
　
夫
・
上
土
四
四
三
号
（
一
九
九
六
年
）
五
三
頁
、
⑯
東
法
子
・
銀
行
法
務
2
1
五
一
六
号
（
一
九
九
六
年
）
六
入
党
、
⑰
大
西
武
士
・
N
B
L
五
九
三
号

　
　
（
一
九
九
六
年
）
五
六
頁
、
⑱
西
澤
宗
英
・
『
平
成
七
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ュ
リ
臨
増
一
〇
九
一
号
、
一
九
九
六
年
）
一
一
七
頁
、
⑲
松
久
三
四

　
　
彦
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
＝
二
号
（
一
九
九
六
年
〈
下
〉
平
成
七
年
度
判
例
評
論
）
（
法
時
別
冊
、
一
九
九
六
年
）
二
頁
、
⑳
平
林
慶
一
・
『
平
成

　
　
七
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
（
判
タ
臨
増
齢
＝
二
号
、
一
九
九
六
年
）
二
七
〇
頁
、
⑳
上
野
隆
司
1
1
佐
久
間
弘
道
1
1
塩
崎
勤
1
一
山
野
目
章
夫
「
（
座
談

　
　
会
）
不
動
産
競
売
と
時
効
管
理
を
め
ぐ
る
実
務
上
の
問
題
点
」
金
法
一
四
六
九
号
（
一
九
九
六
年
）
二
三
頁
、
⑫
秦
光
昭
・
銀
行
法
務
2
1
五
三
二
号

　
　
（
一
九
九
七
年
）
二
五
頁
、
㊧
上
野
隆
司
・
銀
行
法
務
2
1
五
三
二
号
（
一
九
九
七
年
）
三
〇
頁
、
⑳
福
田
泰
明
・
金
法
一
四
七
六
号
（
一
九
九
七
年
）

　
　
一
六
頁
、
⑳
入
木
良
一
・
曹
時
五
〇
巻
二
号
（
一
九
九
入
年
）
二
三
四
頁
。

（
9
）
　
信
用
保
証
協
会
は
商
人
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
主
債
務
者
が
商
人
で
あ
る
と
き
は
、
求
償
権
は
商
事
債
権
と
し
て
弁
済
の
時
か
ら
五
年
で
時
効
消

　
　
滅
す
る
、
と
い
う
の
が
判
例
の
立
場
で
あ
る
（
最
（
二
小
）
判
昭
和
四
二
年
一
〇
月
六
日
民
望
二
一
巻
八
号
二
〇
五
一
頁
、
最
（
三
岳
）
判
昭
和
六
〇

　
　
年
二
月
一
二
日
島
西
三
九
巻
一
号
八
九
頁
）
。
な
お
、
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、
上
田
宏
「
商
事
時
効
の
適
用
範
囲
」
『
〔
新
版
〕
金
融
取
引
と
時
効
1

　
　
そ
の
実
務
と
理
論
1
』
（
手
研
増
刊
四
七
五
号
、
一
九
九
三
年
）
六
〇
頁
参
照
。

（
1
0
）
　
裁
判
集
民
事
九
二
号
六
〇
一
頁
・
判
時
五
四
〇
号
三
四
頁
・
判
些
事
ニ
八
号
一
〇
〇
頁
・
金
法
五
三
三
号
三
〇
頁
・
金
判
一
四
〇
号
一
〇
頁
。
〔
本

　
　
件
評
釈
〕
森
島
昭
夫
・
判
評
一
二
四
号
（
一
九
六
九
年
）
二
五
頁
。

（
1
1
）
　
裁
判
集
民
事
一
〇
三
号
四
五
七
頁
・
判
時
六
四
一
号
六
二
頁
・
判
タ
ニ
六
六
号
一
七
入
頁
・
金
法
六
二
三
号
二
四
頁
・
書
判
二
七
九
号
五
頁
。
〔
本

　
　
件
評
釈
〕
①
小
倉
顕
・
金
法
六
二
七
号
（
一
九
七
一
年
）
二
六
頁
、
②
石
田
喜
久
夫
・
判
タ
ニ
七
一
号
（
一
九
七
二
年
）
五
入
頁
、
③
小
川
善
吉
・
金

　
　
法
六
四
六
号
（
一
九
七
二
年
）
一
四
頁
、
④
松
久
三
四
彦
・
『
担
保
法
の
判
例
H
』
（
ジ
ュ
リ
増
刊
、
一
九
九
四
年
目
一
九
六
頁
。

（
1
2
）
　
〔
本
件
評
釈
〕
①
塚
原
朋
一
・
ジ
ュ
リ
八
六
〇
号
（
一
九
入
六
年
）
入
五
頁
、
②
山
田
誠
一
・
民
商
九
六
巻
三
号
（
一
九
八
七
年
）
九
七
頁
、
③

　
　
「
最
高
最
新
判
例
紹
介
」
法
時
五
入
三
九
号
（
一
九
入
六
年
）
一
．
一
六
頁
、
④
住
吉
博
・
判
評
三
三
二
号
（
一
九
入
六
年
）
四
五
頁
、
⑤
福
永
有
利
・
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ジ
ュ
リ
入
六
六
号
（
一
九
入
六
年
）
＝
○
頁
、
⑥
本
間
靖
規
『
昭
和
六
一
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ュ
り
臨
増
六
百
七
号
、
一
九
入
七
年
）
＝

　
　
九
頁
、
⑦
山
田
恒
久
・
法
学
研
究
（
慶
大
）
六
〇
巻
五
号
（
一
九
入
七
年
）
一
二
七
頁
、
⑧
塚
原
朋
一
『
最
判
解
民
昭
和
六
一
年
度
』
（
法
曹
会
、
二

　
　
九
型
九
年
）
〔
3
事
件
〕
二
五
頁
、
⑨
一
宮
な
ほ
み
・
『
担
保
法
の
判
例
H
』
（
ジ
ュ
り
増
刊
、
一
九
九
四
年
頃
二
四
〇
頁
、
上
野
・
前
掲
注
（
8
）
⑳
三

　
　
〇
頁
。

（
1
3
）
　
塚
原
朋
一
「
弁
済
に
よ
る
代
位
を
め
ぐ
る
最
高
裁
判
例
の
概
観
と
展
望
」
金
法
一
一
四
三
号
（
一
九
入
七
年
）
六
頁
、
村
田
利
喜
弥
「
弁
済
者
代
位

　
　
の
実
務
上
の
問
題
点
」
『
担
保
法
理
の
現
状
と
課
題
』
（
別
冊
N
B
L
三
一
号
、
一
九
九
五
年
）
一
入
七
頁
、
村
田
・
前
掲
注
（
8
）
⑨
一
五
頁
、
入
木
。

　
　
前
掲
注
（
8
）
⑳
二
一
二
九
頁
。

（
1
4
）
①
最
（
三
小
）
判
昭
和
五
九
年
五
月
二
九
土
民
集
三
入
巻
七
号
八
入
五
頁
、
②
最
（
一
儲
）
判
昭
和
五
九
年
一
〇
月
四
日
金
壷
七
＝
号
三
頁
、
③

　
　
最
（
二
小
）
判
昭
和
五
九
年
一
一
月
一
六
日
裁
判
集
民
事
一
四
三
号
一
六
五
頁
・
判
時
＝
四
〇
号
七
四
頁
・
判
タ
五
四
五
号
＝
五
頁
・
金
法
一
〇

　
　
八
二
号
三
七
頁
・
金
三
七
＝
号
三
頁
、
④
最
（
三
二
）
三
幅
和
六
〇
年
一
月
二
二
日
裁
判
集
民
事
一
四
四
号
一
頁
、
⑤
最
（
一
年
）
判
昭
和
六
〇
年

　
　
五
月
二
三
日
民
草
三
九
巻
四
号
九
四
〇
頁
、
⑥
最
（
一
小
）
判
昭
和
六
一
年
二
月
二
〇
下
民
集
四
〇
巻
一
号
四
三
頁
（
前
掲
注
（
1
2
）
参
照
）
、
⑦
最

　
　
（
一
小
）
判
昭
和
六
一
年
一
一
月
二
七
日
民
集
四
〇
巻
七
号
一
二
〇
五
頁
。

（
1
5
）
同
旨
、
入
木
・
前
掲
注
（
8
）
③
一
二
〇
頁
、
八
木
・
前
掲
注
（
8
）
⑳
二
四
二
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
民
法
一
五
二
条
の
「
破
産
手
続
参
加
」
に
準
ず

　
　
る
も
の
と
解
す
る
の
は
、
松
久
・
前
掲
注
（
8
）
⑲
一
四
頁
。

（
1
6
）
　
肯
定
説
の
主
張
と
し
て
、
村
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
八
入
麺
、
野
村
・
前
掲
注
（
4
）
④
三
九
頁
、
上
野
・
前
掲
注
（
8
）
①
五
頁
、
廣
渡
・
前
掲
注
（
8
）

　
　
②
＝
三
頁
、
石
井
”
伊
藤
H
上
野
・
前
掲
注
（
8
）
④
三
九
頁
〔
伊
藤
〕
、
四
〇
頁
〔
上
野
〕
、
村
田
・
前
掲
注
（
8
）
⑨
二
一
頁
、
大
西
・
前
掲
注
（
8
）

　
　
⑫
八
五
頁
、
大
西
・
前
掲
注
（
8
）
⑰
五
九
頁
。
否
定
説
の
主
張
と
し
て
、
秦
・
前
掲
注
（
4
）
①
五
頁
、
永
田
・
前
掲
注
（
4
）
③
二
二
～
三
頁
、
塚
原
。

　
　
前
掲
注
（
8
）
⑥
三
四
頁
、
副
田
・
前
掲
注
（
8
）
⑬
五
入
頁
、
八
木
・
前
掲
注
（
8
）
⑳
二
四
五
頁
。

（
1
7
）
　
四
宮
和
夫
『
民
法
総
則
〔
第
四
版
補
正
版
〕
』
（
弘
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
三
一
六
頁
。

（
1
8
）
　
林
良
平
「
弁
済
に
よ
る
代
位
に
お
け
る
求
償
権
と
原
債
権
1
信
用
保
証
委
託
契
約
を
中
心
と
し
て
i
」
金
法
＝
○
○
号
（
一
九
入
五
年
）
五
七

　
　
頁
。

（
1
9
）
　
清
水
・
前
掲
注
（
5
）
四
六
頁
。

（
2
0
）
　
原
債
権
額
に
限
る
と
す
る
判
例
・
学
説
と
し
て
、
名
古
屋
地
判
平
成
四
年
七
月
二
一
日
（
判
例
集
未
登
載
。
酒
井
・
前
掲
注
（
1
）
五
一
五
頁
の
紹
介

　
　
に
よ
る
。
事
案
の
詳
細
不
明
）
、
秦
・
前
掲
注
（
4
）
⑤
七
四
頁
。
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（
2
1
）
　
入
木
・
前
掲
注
（
8
）
③
一
二
〇
～
一
二
一
頁
、
山
野
目
・
前
掲
注
（
8
）
⑮
五
六
頁
、
平
林
・
前
掲
注
（
8
）
⑳
二
七
一
頁
、
入
木
・
前
掲
注
（
8
）
⑳
二

　
　
四
二
～
二
四
三
頁
。

（
2
2
）
　
肯
定
判
例
【
1
0
】
は
、
「
破
産
債
権
表
に
右
承
継
届
出
書
の
事
実
及
び
破
産
管
財
人
が
右
承
継
事
実
を
承
認
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
」
こ
と
を
も

　
　
っ
て
、
求
償
権
も
ま
た
「
原
債
権
と
同
じ
く
強
い
証
拠
力
が
付
与
さ
れ
た
も
の
」
と
評
価
し
、
廣
渡
・
前
掲
注
（
8
）
②
＝
二
～
一
＝
二
頁
は
右

　
　
【
1
0
】
判
決
に
賛
成
す
る
。
大
西
・
前
掲
注
（
8
）
⑫
入
五
頁
、
大
西
・
前
掲
注
⑰
五
八
頁
も
ほ
ぼ
同
旨
。
こ
れ
に
対
し
て
、
延
長
効
否
定
判
例
四
8
嗣

　
　
は
、
「
求
償
権
や
、
ま
し
て
求
償
権
に
つ
い
て
の
連
帯
保
証
債
務
履
行
請
求
権
の
存
在
は
、
破
産
債
権
の
確
定
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」

　
　
と
す
る
。
八
木
・
前
掲
注
（
8
）
③
一
二
一
頁
、
山
野
目
・
前
掲
注
（
8
）
⑮
五
七
頁
、
平
林
・
前
掲
注
（
8
）
⑳
二
七
一
頁
、
秦
・
前
掲
注
（
8
）
⑫
二
七
頁

　
　
も
、
ほ
ぼ
同
旨
。
な
お
、
松
久
・
前
掲
注
（
8
）
⑲
一
四
頁
は
、
延
長
効
は
「
当
該
権
利
に
つ
き
債
務
名
義
が
付
与
さ
れ
強
制
執
行
が
で
き
る
か
を
基
準

　
　
に
判
断
す
べ
き
」
と
の
視
点
か
ら
、
原
債
権
に
関
す
る
名
義
変
更
手
続
か
ら
は
求
償
権
に
関
す
る
延
長
効
は
生
じ
な
い
と
す
る
。

（
2
3
）
　
山
野
目
・
前
掲
注
（
4
）
三
九
頁
、
秦
・
前
掲
注
（
4
）
⑤
七
二
頁
、
石
井
1
1
伊
藤
“
上
野
・
前
掲
注
（
8
）
④
四
五
頁
〔
上
野
〕
、
塚
原
・
前
掲
注
（
8
）

　
　
⑥
三
四
頁
、
副
田
・
前
掲
注
（
8
）
⑬
五
九
頁
、
山
野
目
・
前
掲
注
（
8
）
⑮
五
六
頁
、
上
野
1
1
佐
久
間
1
1
塩
崎
1
1
山
野
目
・
前
掲
注
（
8
）
⑳
三
一
頁
、

　
　
秦
・
前
掲
注
（
8
）
⑫
二
九
頁
。

（
2
4
）
酒
井
・
前
掲
注
（
1
）
五
一
四
頁
、
五
一
九
頁
、
村
田
・
前
掲
注
（
1
）
一
入
出
置
、
上
野
・
前
掲
注
（
8
）
①
五
頁
、
福
渡
・
前
掲
注
（
8
）
②
一
＝
二

　
　
頁
、
高
木
・
前
掲
注
（
8
）
⑧
一
頁
、
村
田
・
前
掲
注
（
S
）
⑨
二
〇
頁
、
大
西
・
前
掲
注
（
8
）
⑫
入
五
頁
、
大
西
・
前
掲
注
（
8
）
⑰
五
入
～
五
九
頁
、
福

　
　
田
・
前
掲
注
（
8
）
⑳
一
七
頁
。

（
2
5
）
　
一
方
、
学
説
に
お
い
て
、
求
償
権
・
原
債
権
の
関
係
と
、
①
・
②
・
③
の
ケ
ー
ス
を
同
視
で
き
な
い
と
す
る
も
の
に
、
秦
・
前
掲
注
（
4
）
①
五
頁
、

　
　
山
野
目
・
前
掲
注
（
4
）
②
四
〇
頁
、
永
田
・
前
掲
注
（
4
）
③
二
二
頁
、
秦
・
前
掲
注
（
4
）
⑤
七
〇
～
七
一
頁
、
八
木
・
前
掲
注
（
8
）
③
一
二
一
頁
、
副

　
　
田
・
前
掲
注
（
8
）
⑬
五
入
頁
、
秦
・
前
掲
注
（
8
）
⑫
二
入
～
二
九
頁
、
入
木
・
前
掲
注
（
8
）
⑳
二
四
五
頁
。

（
し
ち
の
へ
か
つ
ひ
ご
／
慶
慮
義
塾
大
学
助
教
授
）


